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令和５年度 第２回刈谷市入札監視委員会 議事録 

 

１ 日時  令和５年１１月１５日（水） １３：３０～１５：００ 

２ 場所  刈谷市役所 ３階 ３０１会議室 

３ 出席した委員（委員数３名） 

委員長職務代理者   近藤 克麿（公認会計士） 

 委員         佐野 真紀（愛知教育大学准教授）  

委員         加藤 時彦（弁護士） 

４ 出席した事務局職員（５名） 

 星野総務部長、蛇川契約検査課長、岡村課長補佐、並木契約係長、村瀬主任主査 

５ 議題及び概要 

（１）契約工事の報告について（６月から９月分） 

→事務局より説明。 

（２）抽出事案の説明について 

   →抽出案件 ４件（一般競争入札３件、随意契約１件）を承認。 

（３）その他 

→事務局より以下の件を報告。 

 ・次回の審査事案の抽出担当者について →佐野委員に依頼。 

・次回の開催日について →第３回 令和６年 ２月２１日（水） 
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６ 主な質疑 

質問・意見 回答 

議題（１）契約工事の報告について（６月か

ら９月分） 

Ｑ：（委員）くじ引きがすごく多いが、積算ソ

フトの精度が上がっているということ

か。 

 

 

Ｑ：（委員）くじ引きとなるのは、市としては

問題がないと判断しているのか。 

 

 

 

議題（２）抽出事案の説明について 

・案件１件目  

すぎな作業所改築（建築）工事 

（一般競争入札、建築一式工事） 

 

Ｑ：（委員）入札参加者の実績は、パソコンな

どで簡単にわかるのか。 

 

 

 

・案件２件目 

市役所電話交換機改修工事 

（一般競争入札（総合評価落札方式）、電

気工事） 

 

 

Ａ：（事務局）最低制限価格の計算式につい

ては公表しており、また、公表単価等も

あるため、かなり精度が高い積算をして

いると推測する。 

 

Ａ：（事務局）地方自治法施行令でくじによ

る落札者の決定について定められてい

るため、制度上の問題はないと考えてい

る。 

 

 

 

 

 

 

Ａ：（事務局）入札参加者に工事実績の提出

を求めており、その実績をコリンズとい

う検索システムを利用し、確認をしてい

る。 
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Ｑ：（委員）デジタル電話交換機システム一

式とは、具体的にどのような工事か。 

 

 

 

 

 

Ｑ：（委員）参加資格者が１３者いるが、どこ

をみてこの工事の申し込みをしようと

決めるのか。刈谷市からこういう仕事が

でるということをどうやってわかるの

か。 

 

 

 

Ｑ：（委員）落札率が９８．８６％と高いです

が、電気工事において、業者は最低制限

価格を計算していないのか。 

 

 

 

・案件３件目  

一ツ木配水場配水池築造工事（本体） 

（一般競争入札、水道施設工事） 

 

Ｑ：（委員）ＪＶ（特定建設工事共同企業体）

を組むに当たり、市内の業者が大手に組

んでくださいとなるのか、大手が市内の

Ａ：（事務局）市役所に外線で電話が入った

時に、各課に繋ぐ大元の機械が電話交換

機である。メーカー推奨の耐用年数が５

年であるが、市庁舎建築から更新されて

ないため、更新年限を超えたということ

で更新するものである。 

 

Ａ：（事務局）１年間の発注見通しを出して

いるので、どういう内容の工事が発注さ

れるかというのは公表している。入札情

報サービスにて、公告等出しているた

め、業者自ら案件を探しに来て、設計内

容を確認したうえで、やれるものがあれ

ば参加してくる。 

 

Ａ：（事務局）最低制限価格を類推すること

はできると思いますが、業者としてここま

でしか下げられないというラインがある

と思われるので、今回のような価格競争と

なったと考えられる。 

 

 

 

 

 

Ａ：（事務局）申出があったのは、１者のみ

である。今回のケースで大手と市内の業

者どちらがＪＶを打診したかは分から
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業者を誘うのか。最初のＪＶの資格確認

申請の時は、何組のペアからの申請があ

ったのか。 

 

Ｑ：（委員）ＪＶの参加申出の期間が短いよ

うに思われるが、発注見通しでこの工事

が出ることを確認しておいて、内々で詰

めておいて、発注がされたらＪＶとして

申込みしてくるものか。 

 

 

 

・案件４件目 

第２不燃物埋立場浸出液処理施設修繕 

 （随意契約、機械器具設置工事） 

 

Ｑ：（委員）最終的に３回の見積もりを行っ

ているが、３回行った理由はなぜか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ：（委員）一般競争入札で最低制限価格を

下回ったのではなく、随意契約についても

ないが、大手の方が通常は興味があると

思われる。 

 

 

Ａ：（事務局）発注見通しで工事を公表はし

ているが、ＪＶで出すかどうかまでは公

表していない。それがＪＶで出すのか、

単独で出すのか、地域要件を県内に拡大

するのかなど想定は業者ができると思

うので、発注されたら取りに行こうとい

うイメージは持っていると思われる。 

 

 

 

 

 

Ａ：（事務局）最初の２回は予定価格に達し

ていなかったためである。３回目でよう

やく予定価格を下回ったため、その金額

で採用したということである。 

  （８月８日見積執行のように）予定価格

を上回った場合には、何度でも見積もり

ができるが、（７月１１日見積執行のよ

うに）最低制限価格を下回った場合は、

失格になってしまう。 

 

Ａ：（事務局）ルール上、最低制限価格を下

回ってしまうと、そこで失格になってし
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最低制限価格を下回ったら失格というの

は理論的にどうかと思う。随意契約は、話

し合いでできると思うのに、違うというこ

とか。 

 

※ 以上より、抽出案件１～４について、入

札監視委員会として内容を承認すること

で決定。 

まう。その安い価格を採用したことで、

粗雑工事に繋がってしまうかもしれな

い。下請け業者にもお金がいきわたるよ

うにしていただきたいと思う。 

 


